
資料１－１ 

平 成 2 9 年 3 月 2 4 日 

高齢福祉課・障がい福祉課 

八戸市における高齢者虐待の現状 

 

1．相談受理及び対応体制 

 平成 17年度から高齢福祉課（18年度からは課内に地域包括支援センターを設置）にて高齢

者虐待に関する相談を受け付け、虐待の解消に向けた様々な取り組みを行っている。平成 27

年度からは 9箇所のサブセンターを設置し相談対応の強化を図っている。 

 

2．養護者による虐待 

1）相談件数              

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

相談件数 68 43 42 

虐待あり・疑い件数 64 22 30 

 

2）虐待の内容       ※相談 1件につき複数の虐待内容が重複している場合がある。 

 身体的 心理的 経済的 介護放棄 性的 

平成 25年度 39 33 11 10 1 

平成 26年度 15 16 4 3 0 

平成 27年度 24 17 2 3 0 

 

3）主な相談通報者 

25年度：「介護支援専門員」「警察」「家族・親族」 

26年度：「警察」「家族・親族」「本人」 

27年度：「警察」「介護支援専門員」「家族・親族」「本人」 

 

4）虐待を受けている高齢者の特徴 

女性が大半を占める。虐待の要因は、「認知症」「要介護状態」などが挙げられる。 

 

5）養護者の特徴 

高齢者との続柄は主に「息子」「夫」「娘」となっている。養護者が抱えている問題は多岐にわ

たり、主なものとして「病気の無理解」「介護負担」「低収入・無収入」などが挙げられる。 

 

3．養介護施設従事者による虐待 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

相談件数 0 1 4 

 

 



資料１－２ 

平 成 2 9 年 3 月 2 4 日 

高齢福祉課・障がい福祉課 

八戸市における障がい者虐待の現状 

 

1．相談受理及び対応体制 

 平成 24 年に障害者虐待防止法が施行されたのを受け、市障がい福祉課及び市委託相談支援

事業所（障害者相談・活動支援センターぴあみなと、地域生活支援センター青明舎、地域活動

支援センターハートステーション）の 4箇所からなる八戸市障がい者虐待防止センターを設置

し、相談対応を行っている。 

 

2．養護者・施設従事者等による虐待 

1）相談件数               

 養護者による虐待 施設従事者等による虐待 

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

相談件数 3 5 4 1 3 3 

虐待認定件数 0 0 0 0 1 0 

 

2）虐待の内容      ※相談 1件につき複数の虐待内容が重複している場合がある。 

 養護者による虐待 施設従事者等による虐待 

身体的 心理的 経済的 放 棄 

放 置 

性 的 身体的 心理的 経済的 放 棄 

放 置 

性 的 

平成 25年度 2 2     1    

平成 26年度 3 2 2   2 1   1 

平成 27年度 2 1 2  1 1 2    

 

3）相談通報者   

 養護者による虐待 施設従事者等による虐待 

本人 家 族 

知人等 

施設等 

従事者 

行政 

職員 

警察 不明 本人 家 族 

知人等 

施設等 

従事者 

行政 

職員 

警察 不 明 

(匿名) 

平成 25年度  2 1      1    

平成 26年度   2 1 2   1 2    

平成 27年度 1 1  1 1    1  1 1 

 

4）虐待を受けたと思われる者の障がい種別    ※障がいが重複している場合がある。 

 養護者による虐待 施設従事者等による虐待 

身 体 知 的 精 神 不 明 身 体 知 的 精 神 不 明 

平成 25年度 1 1 1   1   

平成 26年度 2 1 2   3   

平成 27年度 1 3 1   2  1 

 



                                        資料１－３ 

平 成 29 年 3 月 24日 

                                   高齢福祉課・障がい福祉課 

八戸市高齢者・障がい者虐待対策ケース会議実施状況 

 

1.ケース会議の目的 

高齢者及び障がい者に対する虐待に対して、その防止及び早期発見を図り、その原因を明らかにするとと

もに、被害者及び家族等への総合的な支援策を検討し、各関係機関との連携システムを構築するために、広

く意見を聴取することを目的としている。 

 

2.平成 28年度の会議開催状況 

 通報内容と市が行った事実確認の状況を情報提供し、虐待の有無や対応策について意見聴取を行った。 

・障がい者虐待に関する内容：１回 

  意見聴取者：弁護士 

・高齢者虐待に関する内容：0回   

 

○高齢者虐待について 

 虐待の要因として、「認知症の症状」のほか、「病気の無理解」「低収入・無収入」「介護負担」などが複合

している例がある。そのため、高齢者本人および家族の状況把握や支援に、高度な専門性が求められるよう

になってきている。 

 

○障がい者虐待について 

 昨年度と比較し、件数・特徴ともに大きな変化は見られなかった。主に施設従事者による虐待が疑われる

事案について、閉鎖的な場面で発生している一方で、事実確認調査の対象範囲が施設全体におよぶ場合があ

り、調査対象や調査方法の検討や虐待の有無の判断にあたって、専門的な視点を必要とするケースがあった。 

 

⇒ケース会議を開催し専門的な意見を聴取することで、その後の対応や最終判断の参考とすることはもとよ

り、他のケースを検討する場面においても意見を反映させることができた。 

 

3.今後の見通し 

 今後も高齢者及び障がい者虐待については、より多様でより複雑な内容となっていくことが想定され、必

要に応じて会議を開催し、専門的な知見を取り入れつつ、対応を速やかに行う。 



■ 児童相談種類別件数(延べ件数)－家庭（児童）女性等相談室

25 22 10 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 18 3 17 36 111

26 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 17 35 73

27 5 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 13 34 76

28 15 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 1 9 16 67

■ 児童虐待相談受付件数

○ 児童相談所の児童虐待相談件数（八戸市福祉事務所分を含む）

25

26

27

28

■ 虐待者(八戸市)

25

26

27

28

■ 虐待相談種別(青森県)

25

26

27

■ 虐待者(青森県)

25

26

27
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・八戸児童相談所で取扱っている相談内容は心理的虐待が大きな割合を占めており、相談件数の8割
強が八戸市の住民からの相談である。

401 84 396 10 31 922

4 0 11 0 0 15

247 13 476 186 922

454 146 834

822

393 61

･虐待者は、青森県全体では実父、八戸市では実母が大きな割合を占めている。

合計年度

22

10

5

(28年度：平成29年1月31日時点)

年度 身体的 性的 心理的 ネグレクト

263 7 437 115

実父
実父以外
の父親

実母
実母以外
の母親

その他

228 6

5 39 834

414 61 300 9 38 822

336

合計

1

0

0

0

4

0

0

0

0

2

10

1

2 17 0

(28年度：平成29年1月31日時点)

103,260 922 383 319 5 0 1

年度 実父
実父以外
の父親

実母
実母以外
の母親

その他 合計

2 2

15 4 0 1 10

(28年度：平成29年1月31日時点)

0 13 3

88,931 834 242 220 3 610 1 0

73,765 822 212 209 22 6

年度 全国 青森県
八戸
児相

八戸市
福祉事務所

内訳

八戸 市民分 身体的 性　的 心理的 ﾈｸﾞﾚｸﾄ

八戸市における児童虐待の現状
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・八戸市への相談は、身体的虐待・ネグレクトの件数が多く、通報者は身内からや友人、近隣住民が主



■ 八戸市の女性相談 相談別件数

113 68 8 7 2 65 4 4 47 2 0 1 21 42 13 1 2 27 123 550

69 55 11 4 8 63 2 3 29 1 0 2 19 28 10 4 3 22 106 439

128 36 17 2 9 57 3 1 47 3 0 2 42 7 8 14 7 26 96 505

58 64 19 2 12 42 0 0 23 1 9 5 13 4 9 4 3 17 44 329

■ ＤＶ相談受付件数

○ 配偶者暴力相談支援センター 及び 八戸市福祉事務所のDV相談受付件数

■ 啓発活動

①市庁舎内、女子トイレにカード(DV防止啓発用)の設置

　場所　　　　　市庁舎内の女子トイレ4箇所

　設置枚数　　約300枚

②街頭でのポケットティッシュ(相談窓口の連絡先明記)配布

日時・場所　児童虐待・DV防止月間(11月)

　　　　　　　　市子育て支援課窓口、市内大型ショッピングセンター

配布枚数　　約2,000枚

協力者　　　主任児童委員(6名)

③電子メールによる相談受付、子育て情報サイトでの相談窓口の周知
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子 育 て 支 援 課

28年度 153件　  (108 件)

(28年度：平成29年1月31日時点)

27年度  (126 件) 122件

26年度 102,963件 720件 171件　

248件

(28年度：平成29年1月31日時点)

99,961件 747件 179件　  (118 件) 113件 231件

58件 166件

111,630件 896件

195件

197件　

 (126 件) 69件

25年度

25年度

26年度

年度

27年度

28年度

配偶者暴力相談支援センター 八戸市
福祉

事務所
市民分合計

全国 県全体 三八県民局分 （うち八戸市民分）
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八戸市におけるDV防止の現状

・八戸市では、DV防止啓発用カードの設置など啓発活動を行っている。
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・最近のDVに関する相談の傾向としては、高齢者夫婦間のDV相談が増加しており、また夫のDVから逃れるため、住所を
残したまま県外から転入した母子の相談の事例が数例あった。
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平成 29年 3月 24日 

子 育 て 支 援 課 

八戸市の児童虐待・DV相談に関するケース検討会議等の実施状況 

 

1.会議の目的 

要保護児童の早期発見及び適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦や DV 被害者への適切な支援

を図ることを目的としている。 

 

2.平成 28年度の会議開催状況 

〔児童虐待に関する相談〕 

  ◎八戸市要保護児童対策地域協議会代表者会議    1回 

   参集範囲：八戸市要保護児童対策地域協議会設置要綱 3条に基づく構成員 

◎八戸市要保護児童対策地域協議会実務者会議    12回 

参集範囲：児童相談所、子育て支援課、健康づくり推進課、教育指導課他 

◎ケース検討会議                 27回 

 （泣き声通報 9件、進行管理ケース会議等 3件） 

参集者：子育て支援課担当者、家庭相談員 

事案に応じて、児童相談所、保健師、病院関係者（医師・看護師・相談員等）、生活保護担当者 

学校関係者（校長・教頭・スクールソーシャルワーカー等） 

〔DVに関する相談〕 

◎ケース検討会議                 5回 

参集者：子育て支援課担当者、女性相談員 

事案に応じて、保健師（健康づくり推進課・障がい福祉課）、病院関係者、生活保護担当者 

 

○児童虐待について 

近年、関係機関の情報共有により支援が必要な妊産婦を早期に発見する事案が増えており、産前・

産後を通じて、切れ目のない妊産婦及び子への支援が必要となってきている。 

⇒早期の段階において関係機関が情報共有することで、子の出生後の対応に関して、児童相談所等と

の速やかな連携も可能になり、また、家庭（児童）女性等相談室の利用など妊産婦の精神面での支援

に繋がることも期待できる。医療機関、母子保健部門及び児童福祉部門など関係機関が連携すること

が妊産婦及び新生児の安全の確保に繋がっている。 

○DV被害者支援について 

昨年と比較し、特定の相談者からの相談が無くなったこともあり、相談件数は微減しているが、被

害者が精神障害を患っていたり、外国籍の方であるケースもあり、DVへの対応後、きめ細やかな自立

支援が必要となってきている。 

⇒ケース検討会議においては、被害者に寄添い、必要な支援策を緊急に検討、一時保護の必要があれ

ば、県との連携により早急な対応をしており、ケースによっては、市外への避難の支援をしている。

なお、DV被害者の自立支援については、様々な制度や関係機関の連携体制が整備されており、女性相

談員や母子父子自立支援員が支援しながら、自立に繋がっているケースが増えている。 

 

3.今後の見通し 

今後も、児童虐待、DV に関する相談は、より多様で複雑な内容となることが予想され、緊急かつ、

迅速な対応が求められることから、関係機関との連携を密にして対応して参りたい。 

資料２－３ 



平成 29年 3月 24日 

教 育 指 導 課 

資料３－１ 

八戸市立小・中学校におけるいじめの状況（文部科学省 児童生徒問題行動調査より） 
 

（１）認知件数 1000人あたりの認知件数 

校種等 小学校 中学校 

年度 本市 本県 全国 本市 本県 全国 

２５ 4.2件（53件） 6.0件 13.4件   8.7件（61件） 15.0件 13.4件 

２６ 6.8件（83件） 9.0件 13.7件   7.0件（48件） 14.0件 13.7件 

２７ 5.7件（68件） 10.1件 23.1件  10.2件（69件） 13.7件 17.1件 

 ◯認知件数についてはこれまで、いじめの定義の広範さにより、個々の学校、教職員に

おいて定義の解釈に差が生じていたと考えられる。 

 ◯最近では各校において、いじめ防止対策推進法に基づいていじめの認知が行われてい

ること、教職員や児童生徒・保護者のいじめに対する危機意識の高まりから、いじめ

の認知件数は増加している。 

（２）学年別認知件数 各学校における全体に占める割合（平成２７年度） 

校種 小学校 中学校 

学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 １学年 ２学年 ３学年 

件数 1.5％ 16.2％ 19.1％ 19.1％ 20.6％ 32.5％ 62.3％ 27.7％ 15.9％ 

 ◯思春期やクラス替え・進級・進学等による人間関係の不安定さが影響していると考え

られる。 

（３）解消率 （単位：％） 

校種等 小学校 中学校 

年度 本市 本県 全国 本市 本県 全国 

２５ 94.2 93.9 90.2 93.4 96.1 84.5 

２６ 95.2 97.4 89.9 87.5 95.7 86.4 

２７ 94.1 94.6(※1) 90.3 97.1 94.6(※1) 85.8 

※1は小・中・高・特別支援学校を合わせた数値 

○各学校でのきめ細かな子どもたちの観察、教師間での情報共有、定期的な教育相談や

アンケート調査等を中心に早期発見・早期対応に力を入れたことで解消率は高い傾向

にあると考えられる。 

◯文部科学省のいじめ防止基本方針の改定により、①いじめ行為が相当の期間（３ヶ月

間を目安）止んでいる状態、②児童生徒が心身の苦痛を受けていないことが解消の定

義となる見通しである。 

（４）発見のきっかけ  認知件数に占める割合（単位：％） 

 学級 

担任 

学級担

任以外 

養護 

教諭 
ＳＣ等 

アンケ

ート 

本人の

訴え 

本人の

保護者 

他の児

童生徒 

他の 

保護者 

地域 

住民 

関係 

機関 
その他 

小 13.2 0 0 0 7.4 23.5 44.1 2.9 45.9 0 2.9 0 

中 14.5 5.8 0 0 5.8 50.7 13.0 5.8 4.3 0 0 0 

○教員の意識の高まりから、たとえからかい等であってもいじめとしてとらえ、子ども

たち自身も気になることがあったら申し出る傾向にある。 

○いじめの態様について（小・中ともに多い順） 

「冷やかし、からかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」 

「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたりする」 

「仲間はずれ、集団による無視をされる」 
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教 育 指 導 課 

資料３－２ 

本市におけるいじめの問題への取組等について 

◎いじめの問題への取組について市教委から各校への指導・助言（いじめの未然防止を第一に） 

 ○「学校教育指導の方針と重点」 

・カウンセリングマインドによる児童生徒の内面理解に基づいた指導の充実 

・自己有用感を育てる指導の充実 

・校内での情報共有と協同指導体制の充実 

・学校と家庭、地域社会及び関係機関との連携推進 

○市立学校長会議にて 

・「いのちの教育」を基底に据えた心づくり､体つくり､人間関係づくり 

 ○教育研究部会や研修会及び学校訪問にて 

・日常の児童や生徒の観察を通し、家庭や関係機関との情報交換を密にしたいじめの

未然防止と早期発見、早期対応及び継続的指導 

・実態把握のためのアンケート調査の実施（最低学期に１回） 

・個別面談等、教育相談体制の充実と児童生徒の心に寄り添った指導 

 ○教育指導課青少年グループによる小・中学校訪問にて 

・教育指導課青少年グループが、小・中学校を訪問し、いじめをはじめとする生徒指導

上の諸問題について情報を交換し、各校に助言・指導 

○いじめ問題への取組の点検項目を設定し、各校の取組を点検 

・児童生徒の変化や SOS を見逃さないような手立て(生活ノート・生徒観察等)について 

・児童生徒の悩みを積極的に受け止めるための相談体制の整備について 

◎教育相談体制の充実 

◯こども支援センターや少年相談センターにおいて、担当指導主事の他、専門相談員・

臨床心理士・教育相談アドバイザー（精神科医）による相談体制を整備 

◯スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー（新年度事業）による相談体制

の整備 

◎インターネットトラブル防止リーフレット配付 

インターネットによるいじめ等のトラブル防止のために、リーフレットを作成し、市内

小・中学校の全保護者へ配付し、意識啓発を図っている。 

◎情報モラル教室の開催 

 市内IT関連誘致企業の協力を得て保護者や教職員向けに情報モラル教室を開催している。

また、各小・中学校においても警察やIT関連企業・通信事業社等から講師を招いて情報

モラル教室を開催している。 

◎ネットパトロールの実施 

教育指導課青少年グループでネットパトロールを行い、インターネット上に個人情

報やいじめにつながるような書込み等、児童生徒に関する情報が掲載されている場

合、関係校へ情報提供するなど、早期発見・早期対応を図っている。  

◎「いじめ等の問題に関する対話集会」の開催 

◯子どもたちが主体的にいじめの問題に取り組めるようになることをねらい、市内全小学校か

ら代表児童が集まり、いじめ問題を考え、自分たちでできる取組等を話し合っている。 

◯中学校は、生徒会役員交歓会で「いじめ問題についての話合い」を行い、いじめ根絶

宣言の唱和を行っている。また、各校では生徒会が中心となり、いじめ根絶宣言の唱

和やインターネット利用のルールづくりを行っている。 










